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愛知県西尾市

1. 取組主体

名称：西尾市立寺津小学校

担当窓口：担当課（者） 高橋正治　校長

住所：西尾市巨海町若宮西25番地1

電話：0563-59-6531・FAX：0563-59-6742

E-mail：intraj10@intra.city.nishio.aichi.jp

団体等の種類：学校

構成員数：29人（教職員数）

活動内容を紹介するＨＰ、情報誌等の有無：有・無　

ＨＰアドレス：http：//intrawww.intra.city.nishio.aichi.jp/terazu-sho/index.htm

連携している団体等の有無：有・無

→（有の場合）連携している団体の属性（複数回答可、主な団体等のみ）

市町村、学校、農林漁業者、JA、その他（ ）

2. 地域の特色

西尾市は、愛知県のほぼ中央南部の矢作川下流に位置し、土壌は矢作川により堆積した

肥沃な沖積土壌で、三方を丘陵地、一方を海に囲まれている。

農業は、古くから抹茶の原料となる「てん茶」の生産が盛んで全国有数の生産量を誇る。

その他植木や花きの生産も盛んである。

3. 取組開始時期・経緯

＜平成8年度＞

校区内の専業農家の水田で米の栽培の取組を開始。当初はアイガモ農法により米の栽培

に取り組む。現在は、有機農法により米を栽培。

＜平成11年度＞

愛知県教育委員会の「食に関する指導」モデル校の委嘱を受けたことがきっかけとなり

栽培活動の他、「食育」の取組を開始。

以後5年間を総合的な学習の中核として位置づけ実践研究に取り組んだ。

＜平成16年度～＞

文部科学省研究開発学校（3カ年）の指定並びに西尾市教育委員会研究委嘱を受け、寺津

中学校と連携し小中一貫の学習指導要領によらない独自のカリキュラムとして、「食育科」

を新設。食育科の年間授業時間を小学1年は51時間、2年は53時間、3・4年は各60時間、

5年から中学1年は各70時間、中学2・3年は各35時間と設定し、各学年毎にテーマを設

けて研究実践を進めている。

栽培活動は、小学1年から6年までの6年間であるが、生涯にわたる健康な心身をつくるために、

9年間を通して「心」「実践力」「知識・理解」を育てる系統的な学習が必要であるとしている。
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4. 目的（目標）

新設された「食育科」では、小中一貫の9年間を見通した教育課程を編成し、緩やかな

「4・3・2」制を取り入れている。

教科目標としては、「体験的な活動を通して、正しい食事のあり方を理解し望ましい食習

慣を身につける。さらに、食事を通して自ら健康管理ができるようにするとともに、生涯

にわたって健康的な生活を営もうとする態度を育てる。」ことが掲げられている。

具体的には、小学1から4年の4年間では、野菜の栽培・収穫・調理などを通じ、食に携

わる人々や命を食していることに対する感謝の気持ちを育てる。また、好き嫌いなく食事

をすることの大切さを理解させるとともに、健康と栄養の関係にも気づかせることを目標

としている。

小学5年から中学1年までの3年間のうち、5年生では米の栽培・収穫の他、お米中心の

献立を考え調理を行い、小学6年では大豆の栽培・収穫・みそ造りを実施。中学1年では自

分と食、家族とのふれあいの食事をテーマに、自分や家族の食生活を栄養面や文化面から

見つめ直し、日本型食生活への理解を深め、基本的な調理の技能を身につけ、よりよい食

生活を求めて改善しようとする実践的な能力を育てることを目標としている。また、小学

校で自分たちがつくったみそを中学の調理実習で利用している。

中学2・3年になると、農業体験はないものの視野を世界や環境に広げ、多くの人々の努

力や自然の恵みによって、豊かな食生活が営めることに感謝するとともに世界の食文化を

大切にしようとする気持ちを育てる。また、食品の安全性について正しい情報を得る方法

を知り、適切に食品選択ができる判断力や実践的な態度を身につけさせることを目標にお

いている。

5. 対象作物・参加者・経費

〈対象作物〉

米、野菜、果実、畜産物、魚介類、きのこ、その他

→具体的な作物名・種類（大豆、夏野菜、冬野菜、ごまなど学年により異なる）

〈参加者数〉

小学1年～6年（429名）

〈経費〉

平成18年度については以下のとおり

・西尾市：研究委嘱費　40万円（発表会等も含め）

・西尾市：特色ある学校づくり　50万円

・文部科学省：研究開発費　130万円（うち、「食育」としての使用は10万円程度（小・

中あわせ））
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6. 具体的な取組内容

概要（関係者の連携方法・地域との関わり等含む）

・5年生で取り組む米の栽培については、「ふるさと先生」として地域の専業農家を指導者

とし、学校に隣接する水田で栽培を実施。

・1年生の大豆、2年生の夏野菜・冬野菜、3年生のさつまいも、4年生のごまなど他の学

年についても、「ふるさと先生」を指導者として取組を実施。

〈17年度〉

・教育ファームに該当する取組は、小学校の6年間であるが、小学1年から中学3年までの

各学年が、食育年間指導計画に基づき取組を実施。

〈年間カレンダー〉

別紙参照

〈18年度〉

・17年度の取組内容に同じ。

（平成18年度の4年生の栽培作物は、「ごま」とした。）

7. これまでの成果

平成11年度のモデル校以降、農作業の体験を含めた「食に関する指導」さらには、教科

としての「食育」を継続して実施したことにより、

・朝食を毎日食べる児童：89％（H11）→94％（H18）。

・朝食を食べることは楽しいと答えた児童：35％（H11）→75％（H18）に増加して

いる。

また、中学校では、市内の6中学校の2年生に「給食を全部食べていますか」の質問に対

し、他校の生徒の55％が「全部食べる」と答えたのに対し、寺津中学では100％であった。

8. 今後の構想、課題

平成16年度からの文部科学省指定研究開発学校は18年度で終了するが、19年度以降も

授業としての「食育」の実施を申請、継続していく予定。

今後は、毎日朝食を食べる児童を100％とするために、毎日朝食を食べていない6％の

児童にどのように働きかけるかという課題の他、主に以下の課題がある。

・発達段階に応じた学習内容と年間指導計画の見直し

・栽培や調理といった体験的な活動における身につけさせたい学習内容の明確化

・授業における栄養教諭の効果的な登場場面の工夫と、学級担任との関わり

・子どもたちの興味・関心を喚起し、学習を深められる教材の開発

・評価方法と評価基準を検討に加え、より妥当な評価計画の作成

などがあげられる。
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9. その他

年1回研究発表が行われており、全国から教育関係者が集まる（18年度は11月に開催）。

HPについては、学校のHPの他、下記サイトにおいても取り上げられている。

読売新聞のサイト

：http：//syokuiku.yomiuri.co.jp/0705.htm

JA西三河のサイト

：http：//www.ja-nishimikawa.com./top/news/0606index.htm
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滋賀県高島市

1. 取組主体

名称：高島市立朽木西小学校

担当窓口：担当課（者）地村　卓

住所：高島市朽木中牧187

電話：0740-38-5054・FAX：0740-38-5058

団体等の種類：学校

構成員数：教職員　6人

活動内容を紹介するＨＰ、情報誌等の有無：有・無　

ＨＰアドレス：http：//www.city.takashima.shiga.jp/kutsuki-wes/index.htm

連携している団体等の有無：有・無

→（有の場合）連携している団体の属性（複数回答可、主な団体等のみ）

市町村、学校、農林漁業者、JA、その他（NPO法人朽木針畑山人協会）

2. 地域の特色

本校は、琵琶湖の西端　朽木渓谷の安曇川源流「針畑川」の渓谷に位置し、西は百里ケ

岳と三国岳を境として福井県と京都府に、南は大津市に隣接し、周りを標高600～900メ

ートルの山々に囲まれた中で、92戸、194名が居住しており、住民の平均年齢は高い。

地域には文化・公的施設がなく、本校が唯一公的施設であり、文化センター的な役割を

担っている。そのためか住民の学校への関心度は高く、子どもはいないもののほとんどの

方がPTAの準会員となり、大変協力的である。特に学校行事は地域挙げてのものとなって

おり、地域住民の活力の源となっている。

3. 取組開始時期・経緯

平成14年から総合的な学習の時間における取り組みとして、保護者のご協力で、土地を

借用できることとなった。

4. 目的（目標）

実際の農業体験をさせることにより、収穫までの苦労、作物を育てる体感をすることに

より、日常の食生活を見直す一助としたい。

5. 対象作物・参加者・経費

〈対象作物〉

米、野菜、果実、畜産物、魚介類、きのこ、その他

〈参加者数〉

全校生徒の取組 16年度9名、17年度8名、18年度7名
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〈経費〉

高島市田んぼの学校推進事業活用

約90,000円（苗肥料代、土地借用料、講師謝金、燃料費等）

6. 具体的な取組内容

概要（関係者の連携方法・地域との関わり等含む）

5月 田植え

（NPO法人朽木針畑山人協会や地域の方の協力）

7月 草取り 田んぼの生き物観察

（琵琶湖博物館主任学芸員理学博士：楠岡泰氏）

9月 稲刈り

（NPO法人朽木針畑山人協会や地域の方の協力）

10月 脱穀・ 籾摺り

（NPO法人朽木針畑山人協会や地域の方の協力）

12月 収穫祭

（NPO法人朽木針畑山人協会や地域の方の協力）

〈17年度〉

〈18年度〉

7. これまでの成果

取り組み実績から、子どもたちの生活習慣に少しずつ改善が見られるようになった。

例えば、好き嫌いが少なくなったこと。スナック菓子を食べることを控えるようになっ

たこと。残飯、残食が減ってきてきたこと。作物を大切に育てようとする意識が少しずつ

芽生えつつある。

5月 田植え　　7月田んぼの草取り　9月稲刈り　10月脱穀作業　12月収穫祭
生き物観察　　　　　　　　　　　籾摺り作業（餅つき、藁打ち、縄ない体験）

草木染め（黒米とぎ汁）
5月 さつまいも植え（スクール農園） 10月さつまいも収穫

5月 田植え　　7月田んぼの草取り　9月稲刈り　10月脱穀作業　12月収穫祭
生き物観察　　　　　　　　　　　籾摺り作業（餅つき、藁打ち、縄ない体験）

5月 さつまいも植え（スクール農園） 10月さつまいも収穫
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8. 今後の構想、課題

他の小学校では、米に関しての対象学年は5年生となっているが、本校は全学年での取組

であるので、児童にとっては計画・行程がワンパターンと感じられがちであり、毎年工夫

改善の必要がある。

また、スクール農園でのサツマイモ作りは、ネットを張って防護策を講じているが、新

芽が出る頃には、イノシシ等により食い尽くされており、作物の種類の変更やさらなる対

応策を講じなければならない。

9. その他

17年度

4月天然わさび採り

5月山菜採り・林業体験（県林業課）

ふれあいサロン（地域の皆さんと交流（食事の準備のお手伝いや針畑の自慢や

食についての調査とゲーム））

18年度

4月天然わさび採り（わさび漬け体験）

5月山菜採り

9月栃の実拾い（京都府美山）
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長崎県諫早市

1. 取組主体

名称：諫早市立飯盛東小学校

担当窓口：担当課（者） 指方 昌昭

住所：長崎県諫早市飯盛町中山653番地

電話：0957-48-0012・FAX：0957-48-0959

E-mail：e-iimorihigashi@isahaya-snet.ed.jp

団体等の種類：学校

構成員数：全校生　398 人

連携している団体等の有無：有・無

→（有の場合）連携している団体の属性（複数回答可、主な団体等のみ）

市町村、学校、農林漁業者、JA、その他（ ）

2. 地域の特色

田畑が多く周囲を山と海に囲まれていて、馬鈴薯や人参の生産を中心とした専業農家も

ある。しかし米づくりを経験したことがある子どもは少ない。

3. 取組開始時期・経緯

米づくりの取組みは、10年以上前から行っている。これまで5年生が中心に行ってきた

が、昨年度より全校あげて取り組んでいる。

4. 目的（目標）

・米づくりに関心を持ち、作物を丹精込めて育てようとする心情を育てる。

・共同作業において、互いに協力し、助け合おうとする心情を育てる。

5. 対象作物・参加者・経費

〈対象作物〉

米、野菜、果実、畜産物、魚介類、きのこ、その他

〈参加者数〉

H17 全校児童（407名） 支援者：保護者（80名）、ゲストティーチャー（10名）

H18 全校児童（398名） 支援者：保護者（30名）、ゲストティーチャー（7名）8/31

現在

〈経費〉

10万円（諫早市の郷土愛学習活動事業より）
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6. 具体的な取組内容

概要（関係者の連携方法・地域との関わり等含む）

・5月　お米の勉強会（農政事務所へ依頼）

塩水選、もみまき（JA指導員へ依頼）

・田おこし、しろかき、田植え、除草作業、稲刈り、脱穀、もみすり、精米、餅つきに関

しては、保護者へ支援を依頼し打ち合わせを行い、実施している。

・消毒に関してはJAに、水の管理に関しては地域の方にお願いしている。

〈17年度〉

5月　お米の勉強会、塩水選、もみつけ、もみまき

6月　田おこし、どろりんドッジボール、田植え

7～8月　除草、たにし取り

9月　かかしコンクール

10月　稲刈り、脱穀

11月　もみほし、もみすり、精米、餅つき

〈年間カレンダー〉

別紙参照

〈18年度〉

6月　どろんこリレー

11月の餅つきが12月へ

12月　子どもたちによる米の販売

あとは、17年度に同じ

7. これまでの成果

・17年度から全校で取り組むようになり、米づくりとの関わり（塩水選、もみつけ、もみ

まき、水やりなど）が増えたことで、農家の苦労を実感できるようになった。

・異学年との活動がでてきたことで、下学年への思いやる気持ちを持てるようになってきた。

・自分たちで作った米を餅にして食べることで、収穫した時、食べた時の感動が大きかった。

8. 今後の構想、課題

・支援者の中には、米づくりの未経験者が多いので、具体的な支援（活動）について、打

ち合わせをしっかりと行っていきたい。

・農機具を持っている保護者が少ないので、今後のことも考えながらお願いしていかなけ

ればならない。
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熊本県山鹿市

1. 取組主体

名称：山鹿市立山内小学校

担当窓口：担当課（者） 担当教諭（小笠原）

住所：山鹿市鹿央町梅木谷245

電話：0968-36-2255・FAX：0968-42-0211

団体等の種類：学校

構成員数：全校生　59人

活動内容を紹介するＨＰ、情報誌等の有無：有・無

「育友会新聞「やまびこ」」（児童・地域に配布）

連携している団体等の有無：有・無

→（有の場合）連携している団体の属性（複数回答可、主な団体等のみ）

市町村、学校、農林漁業者、JA、その他（育友会（保護者会））

2. 地域の特色

豊かな自然環境にめぐまれている農業地帯であるが、兼業農家が多く、児童も農作業に

触れあうことがあまりない。

3. 取組開始時期・経緯

平成元年に「ジュニア農業体験学習指定校」として指定されたことをきっかけとして実

施されている。

4. 目的（目標）

身近な自然や環境にふれる活動を通して、自然を愛し、環境に優しい心を育てる。

5. 対象作物・参加者・経費

〈対象作物〉

米、野菜、果実、畜産物、魚介類、きのこ、その他

→具体的な作物名・種類（コメ、さつまいも、キュウリ等）

〈参加者数〉

全校児童59名（平成17年・18年） 職員14名

〈経費〉

80,000円　全額市からの補助（学童農園設置補助金）
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6. 具体的な取組内容

概要（関係者の連携方法・地域との関わり等含む）

学校が中心となって、市・育友会と、計画策定にあたって話合いの場を設定し調整して

いる。栽培作業実施時には、育友会と連携し、技術的な指導を受け、植え付け準備から植

え付け後の収穫までの間管理している。

学級ジュニア農園については、1年から6年まで各学年で決めた作物を栽培することにし

ている。

また、収穫後の野菜等については、各学年の行事で使用したり、学校給食（自校方式）

に取り入れている。

〈17年度〉

肥料やり、畝作り、マルチはり、植え付け、毎朝の水やり、草取り、追肥、芽かき、収穫

まで一連の作業体験

〈18年度〉

肥料やり、畝作り、マルチはり、植え付け、毎朝の水やり、草取り、追肥、芽かき、収穫

まで一連の作業体験

7. これまでの成果

・1年から6年までの児童を、縦に割ったグループ編成での活動としていることから異学年

間のつながりが強くなった。

・毎朝、ジュニア農園への水やりを積極的に行なう姿が見られるようになり、作物を育て

ることの楽しさや、難しさを体験することができた。

・収穫した作物を調理する学年やクラブでの活動もあり、育てたという達成感を味わうこ

とができた。

8. 今後の構想、課題

・児童の減少に伴い、運営や管理（除草作業含む）が困難になっている。

・各学年での夏野菜の収穫時期が夏休みと重なり、人集めに苦労する。
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福島県浅川町

1. 取組主体

名称：浅川町中央公民館

担当窓口：担当課（者） 緑川　重義

住所：福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地143-5

電話：0247-36-2134

E-mail：asacou@sweet.ocn.ne.jp

団体等の種類：市町村

構成員数：1人

連携している団体等の有無：有・無

→（有の場合）連携している団体の属性（複数回答可、主な団体等のみ）

市町村、学校、農林漁業者（農業経営者クラブ）、JA、その他（ ）

2. 地域の特色

阿武隈山地に位置する花火で有名な町。

3. 取組開始時期・経緯

取組開始時期：平成9年頃から

経緯：キャンプや山登り等町内の子供達の交流が中心の取組であり、その中に農業体験も

取り入れ、子供達の社会教育の一環として始まった。

4. 目的（目標）

学校外事業に参加する。少年の体験活動の場を提供する。浅川町の文化、自然、産業な

どについて学習する。野外活動を通して、自主性、自発性を養い、友達間の交流を図る。

5. 対象作物・参加者・経費

〈対象作物〉

米、野菜、果実、畜産物、魚介類、きのこ、その他

〈参加者〉

平成18年は49名。毎年50名くらい。町内の小学3年生から6年生を対象。

〈経費〉

年間経費額：22万円

経費の負担者：行政と参加者で22万円

参加者負担：あり　負担額：年間1人千円（キャンプ等、特殊なものは別途負担あり）

行政からの支援：あり

支援額：11万（事業名：チャレンジ教室）
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6. 具体的な取組内容

概要（関係者の連携方法・地域との関わり等含む）

取組内容　

子供達が春は田植えを行い、秋は稲の成長を観察して稲刈りを行い収穫の喜びを味わう。

収穫した米を使用してもちつきを行いみんなで食べる。浅川町の青年農業者で組織する農

業者クラブが農業体験の指導、生育期間中の管理を行っている。

関係者の連携方法　：公民館が参加者及び農業者クラブの調整を行い、体制を整えている。

また、農業者クラブと1年間の水田管理の委託契約を結んでいる。

農業者クラブは、田植え・稲刈りの指導、委託契約による水田管理。

参加者を集める方法：各小学校にチラシを配付して募集を図っている。

〈17年度〉

平成18年とほぼ同じ

〈18年度〉

春は田植えを行い、秋は稲の成長を観察して稲刈り体験。（別紙参照）

7. これまでの成果

○農作業体験に対し、生き生きと行動している。

○一年単位で募集するが、2年、3年と継続して参加する子供が多い。

○様々な農作業を体験するので、子供達は農業に関心を持つようになった。

8. 今後の構想、課題

チャレンジ少年教室だけでも年8回、その他にも事業を抱えているので限界があり、プロ

グラムに変化をつけられずにいる。内容のマンネリ化が課題。

子供達が仲間と一緒に行動することと継続していくことが大事である。規模的には現在

の50人というのがちょうど良い。

農地が借りられなくなったら農業体験ができなくなることを懸念している。

田植え（5月）
稲刈り（10月）

もちつき（12月）

田植え（5月）
稲刈り（10月）

もちつき（12月）
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茨城県常陸太田市

1. 取組主体

名称：大門地区活性化推進会議

担当窓口：担当課（者）常陸太田市役所産業部農政課農林係

住所：茨城県常陸太田市金井町3690

電話：0294-72-3111内線243

団体等の種類：市町村

構成員数：10人

連携している団体等の有無：有・無

→（有の場合）連携している団体の属性（複数回答可、主な団体等のみ）

市町村、学校、農林漁業者、JA、その他（製造業者）

2. 地域の特色

中山間に位置し、そばや大豆、自然薯の栽培をしている農村地帯で、高齢者世帯が多く、

近年後継者不足や耕作地の荒廃化が懸念されている。

3. 取組開始時期・経緯

耕作地の荒廃化が懸念されていたため、耕作地を有効利用し体験の場を提供するため、

市からの働きかけにより平成15年度から大門地区活性化協議会を発足。

4. 目的（目標）

都市住民との農業体験を通じた交流を図るとともに、食や農業に関する理解を深めるこ

とにより賑わいのある地域をつくる。

5. 対象作物・参加者・経費

〈対象作物〉

米、野菜、果実、畜産物、魚介類、きのこ、その他

→具体的な作物名・種類（青大豆）

〈参加者数〉

一般消費者（県内、県外）

平成16年度　39名（内子供9名）

平成17年度　29名（内子供4名）

平成18年度　30名（内子供3名）

〈経費〉

約700,000円（参加者負担1口　8,000円、常陸太田市からの補助金535,000円）
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6. 具体的な取組内容

概要（関係者の連携方法・地域との関わり等含む）

・市が大門地区活性化推進会議を開催し農業体験推進事業計画を立案。

・市で広報誌、新聞等を活用し参加者を一般募集をする。

・大門地区活性化推進会議（地域農業者）がほ場の管理、栽培等の指導者となる。

・ほ場は農家から大門地区活性化推進会議が借り上げる。

・味噌作りは、ヨネビシ醤油株式会社において指導のもと作る。

〈17年度〉

青大豆の栽培とその青大豆を使った味噌づくり体験

〈18年度〉

青大豆の栽培とその青大豆を使った味噌づくり体験

7. これまでの成果

・都市住民との交流により、地域での賑わいが図られた。

・家族での参加により家族間での絆が深まった。

・自分で栽培や加工することにより、安全で安心な食や、農業への関心が深まった。

8. 今後の構想、課題

受け入れ体制（団体）の育成

・情報発受信の整備

・地域への経済効果

・他関係機関との連携の構築

○大豆の種まき
○畑の草取り

○大豆の刈り取り
○大豆の収穫（脱穀）

○味噌作り

○大豆の種まき
○畑の草取り

○大豆の刈り取り
○大豆の収穫（脱穀）

○味噌作り
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東京都昭島市

1. 取組主体

名称：昭島市

担当窓口：担当課（者） 昭島市市民部産業振興課

住所：東京都昭島市田中町1-17-1

電話：042（544）5111

団体等の種類：市町村

構成員数：32人

活動内容を紹介するＨＰ、情報誌等の有無：有・無　

ＨＰアドレス：www.city.akishima.tokyo.jp/

連携している団体等の有無：有・無

→（有の場合）連携している団体の属性（複数回答可、主な団体等のみ）

市町村、学校、農林漁業者、JA、その他（昭島市米生産者組合）

2. 地域の特色

市域ほぼ全域が市街化区域に属し住宅地の中に農家が点在する、農地面積も減少し、高

齢化の状況にある。その中で稲作は9haの作付けがある。

3. 取組開始時期・経緯

平成14年から開始。平成7年から米政策の変更が見られ、市内の米生産農家にとっても

変化がでた。平成10年に昭島市米生産者組合が設立され、学校給食米に供給したり、産業

まつりでの販売、昭島産だんごの原料の米粉の供給など事業展開を図った。このような中、

米生産や都市農業への理解を深めるため、親子による体験農業教室の開催に至った。

4. 目的（目標）

農家との交流及び米生産や都市農業への理解を深め、消費者・市民とふれあう都市農業

の推進を目的としている。併せて、市内米生産のPR、水田景観の保全の推進を兼ねる。

5. 対象作物・参加者・経費

〈対象作物〉

米、野菜、果実、畜産物、魚介類、きのこ、その他

→具体的な作物名・種類（キヌヒカリ）

〈参加者数〉

市内在住で小学生を含む親子20組

14年度24組の親子

15年度20組の親子
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16年度22組の親子（49人）

17年度22組の親子（45人）

18年度20組の親子（46人）

〈経費〉

80,000円

・参加費1組＊2,000円

・市補助金（消費者・市民とふれあう都市農業推進事業補助金）を活用。当該補助対象事

業経費の2分の1以内とし、但し予算の範囲内とする。

6. 具体的な取組内容

概要（関係者の連携方法・地域との関わり等含む）

昭島市米生産者組合定期総会及び役員会において、事業実施の確認等を行う。

参加募集は市広報紙で行う。（事務局は市産業振興課）

〈17年度〉

4月1日号市報で市内在住の小学生を含む親子20組を募集し、米生産者組合員農家の指

導のもと、体験作業を年間カレンダーにより行う。

できた米は、農家が自家精米し、参加者に配分する。

また、バケツ稲づくりセットを配布し、参加者が家庭で稲の生育過程の観察を行う。

〈18年度〉

4月1日号市報で市内在住の小学生を含む親子20組を募集し、米生産者組合員農家の指

導のもと、体験作業を年間カレンダーにより行う。

また、バケツ稲づくりセットを配布し、参加者が家庭で稲の生育過程の観察を行う。

7. これまでの成果

平成14年度から昭島市米生産者組合主催親子米つくり教室を開催しているが、アンケー

トや実際の体験から、作業の楽しさ、田や水路での生き物とのふれあい、自分で作った米

4月23日（土） 6月11日（土） 7月9日（土） 10月15日（土） 11月21日から
種まき　　　　 田植え　　　　 草刈　　　　　　　　　　　　稲刈り雨天中止　　精米配布

後日農家による刈り取り

4月22日（土） 6月10日（土） 7月8日（土） 10月7日（土） 11月中旬から
種まき　　　　 田植え　　　　 草刈　　　　　　　　　　　　稲刈り予定　　　 精米配布予定
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を食べる喜び、天候による作業の難しさなど様々な、貴重な体験学習であった旨の感想が

あり、体験を通じた農業と主食たる米への理解に十分な成果が上がっており、事業継続の

要望が強い。

水田のある景観や、水辺のふれあいへの理解が促進されたと考える。

また、学校給食米の供給、直売所、産業まつり等での販売を通じて市内産米の普及PRが

できている。

8. 今後の構想、課題

市民とふれあう都市農業を推進する事業として、一定の成果が上がっていると考え引き

続き推進していきたい。

9. その他

作業風景等は昭島市HP（http：//www.city.akishima.tokyo.jp/）の「産業」から「農

業に関すること」から「お知らせ」のなかの「農業体験事業」で詳細が掲載されている。
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